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埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
条
例 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
条
例 

第
一
条
～
第
五
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
五
条 

（
略
） 

（
専
門
校
以
外
の
施
設
に
お
け
る
職
業
訓
練
等
） 

第
六
条 

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
は
、
短
期

課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
準
ず
る
職
業
訓
練
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
は
、
迅
速
か
つ
効
果
的
な

普
通
職
業
訓
練
と
す
る
。 

 

 

（
訓
練
基
準
） 

 

第
七
条 

普
通
課
程
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一 

教
科
は
、
そ
の
科
目
が
将
来
多
様
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る

労
働
者
と
な
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得

さ
せ
る
た
め
に
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

訓
練
期
間
は
、
一
年
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
訓
練
の
対
象
と
な
る
技
能
及
び

こ
れ
に
関
す
る
知
識
の
内
容
、
訓
練
の
実
施
体
制
等
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場

合
に
は
、
一
年
以
上
四
年
以
内
に
お
い
て
当
該
訓
練
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

訓
練
時
間
は
、
一
年
に
つ
き
お
お
む
ね
千
四
百
時
間
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

訓
練
の
実
施
体
制
等
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
一
年
に
つ
き
お
お
む

ね
七
百
時
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

四 

設
備
は
、
教
科
の
科
目
に
応
じ
、
当
該
科
目
の
訓
練
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

五 

訓
練
生
の
数
は
、
訓
練
を
行
う
一
単
位
に
つ
き
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

六 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
は
、
訓
練
生
の
数
、
訓

練
の
実
施
に
伴
う
危
険
の
程
度
及
び
指
導
の
内
容
に
応
じ
た
適
切
な
数
で
あ
る
こ

と
。 

 

七 

試
験
は
、
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
訓
練
期
間
一
年
以

内
ご
と
に
一
回
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
最
終
の
回
の
試
験
は
、
法
第
二
十
一
条
第

一
項
（
法
第
二
十
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
技

能
照
査
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。  

 

２ 

短
期
課
程
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

教
科
は
、
そ
の
科
目
が
職
業
に
必
要
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
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せ
る
た
め
に
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

訓
練
期
間
は
、
六
月
（
訓
練
の
対
象
と
な
る
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
の
内

容
、
訓
練
の
実
施
体
制
等
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年
）

以
内
の
適
切
な
期
間
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

訓
練
時
間
は
、
十
二
時
間
（
管
理
者
又
は
監
督
者
と
し
て
の
職
務
に
従
事
し
よ
う

と
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
る
者
を
対
象
と
す
る
訓
練
に
あ
つ
て
は
、
十
時
間
）

以
上
で
あ
る
こ
と
。 

四 

設
備
は
、
教
科
の
科
目
に
応
じ
、
当
該
科
目
の
訓
練
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

規
則
で
定
め
る
訓
練
科
に
係
る
基
準
は
、
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則

で
定
め
る
。 

 

 

（
職
業
訓
練
指
導
員
） 

 

第
八
条 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
知
事
の
免
許
を
受
け
た
者
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四

年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
四
十
八
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
同

項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
た
者
及
び
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た

者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
同
令
第
三
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

 
 
 
 

 

第
九
条
～
第
十
一
条 

（
略
） 

第
六
条
～
第
八
条 

（
略
） 

（
授
業
料
等
の
納
付
） 

（
授
業
料
等
の
納
付
） 

第
十
二
条 

普
通
課
程
（
国
の
委
託
を
受
け
て
行
う
普
通
職
業
訓
練
に
係
る
訓
練
科
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
入
校
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
入

校
試
験
手
数
料
を
、
普
通
課
程
の
訓
練
生
は
授
業
料
を
、
技
能
講
習
の
入
校
の
許
可

を
受
け
た
者
は
受
講
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

普
通
課
程
の
入
校
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
入
校
試
験
手
数
料
を
、
普

通
課
程
の
訓
練
生
は
授
業
料
を
、
技
能
講
習
の
入
校
の
許
可
を
受
け
た
者
は
受
講
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
十
三
条
～
第
十
六
条 

（
略
） 

第
十
条
～
第
十
三
条 

（
略
） 

 


